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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

６７

告

示

○
東
京
都
統
計
調
査
条
例
に
よ
る
統
計
調
査
の
名
称
等
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
総
務
部
総
務
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
七
号

東
京
都
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
条
例
第
十
五

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
統
計
調
査
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

統
計
調
査
の
名
称

令
和
五
年
度
東
京
都
福
祉
保
健
基
礎
調
査
（
都
指
定
統
計
調
査

第
四
号
）

二

目
的

身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
並
び
に
難
病
患

者
の
生
活
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
東
京
都
に
お
け
る
障

害
者
施
策
等
の
充
実
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

三

調
査
事
項

㈠

基
本
的
属
性

㈡

障
害
の
状
況

㈢

健
康
・
医
療

㈣

日
常
生
活
の
状
況

㈤

就
労
の
状
況

㈥

経
済
基
盤

㈦

社
会
参
加
等

㈧

情
報
の
入
手
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段

㈨

障
害
者
総
合
支
援
法
に
よ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

㈩

施
設
入
所

十一

そ
の
他
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

十二

災
害
関
係

四

調
査
の
対
象
範
囲

東
京
都
内
に
居
住
す
る
十
八
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
四
千
人
、

知
的
障
害
者
千
二
百
人
及
び
精
神
障
害
者
千
二
百
人
並
び
に
難
病

患
者
千
二
百
人
を
対
象
と
す
る
。

五

実
施
方
法

郵
送
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
自
計
式
を
原
則
と
す
る
。

な
お
、
調
査
対
象
者
の
希
望
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
被
調
査
者

本
人
に
対
し
調
査
員
（
東
京
都
非
常
勤
職
員
）
が
面
接
及
び
聞
き

取
り
の
上
、
調
査
票
を
作
成
す
る
面
接
他
計
式
に
よ
る
。

ま
た
、
本
人
が
回
答
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
代
理
回
答
も
認

め
る
。

六

調
査
時
期

令
和
五
年
十
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

七

調
査
基
準
日

令
和
五
年
十
月
十
一
日

八

調
査
票

調
査
票
は
、
次
の
東
京
都
福
祉
保
健
基
礎
調
査
票
と
す
る
。
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